
 
 

 

【意見】 

プログラムとしては良いものであると思われるが、今後、同教室を継続し

て開催するかは、実際の効果等を分析し慎重に判断していく必要があると思

われる。 

 

（エ）認知症初期集中支援推進事業 

認知症初期集中支援推進事業は、認知症の方やその家族に早期に

関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断、早期対応

に向けた支援体制を構築することを目的とする事業である。 

認知症初期集中支援チームの編成は、医師１名、２名以上の専門職

である。専門職は、①保健師、介護士、作業療法士、精神保健福祉士、

社会福祉士、介護福祉士等の医療保険福祉に関する国家資格を有す

る者であり、②国が実施する認知症初期集中支援チーム研修を受講

した者又は受講する予定である者である。 

認知症初期集中支援チームの活動内容は、 

 

① 対象者の情報収集(包括支援センターとの連携) 

② 家庭訪問（生活状況の情報収集、アセスメント） 

③ チーム員会議の開催(支援方針の決定) 

④ 初期集中支援の実施(医療機関への受診勧奨、鑑別診断への誘

導、介護サービス利用の勧奨、生活環境の改善等) 

⑤ チーム員会議にて終了決定 

⑥ 医療や介護サービス機関への引継ぎ 

⑦ モニタリング 
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である。 

チームの配置状況としては、１チーム（実人員６名）が配置されて

おり、２０２４（令和６）年度の実績としては、支援件数２件、チー

ム員会議を５回開催している状況である。 

認知症初期集中支援事業により、医療・介護サービスにつながった

者の割合は以下のとおりである。 

 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

認知症初期集

中支援事業に

より、介護・医

療サービスに

つながった者

の割合 

計画 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 100% 100%   

 

以上のように、割合としては１００％であり目標を達成している。

一方で、対象者の実数で行くと、２０２１（令和３）年度、２０２２

（令和４）年度は３名であり、２０２３（令和５）年度は４名、２０

２４（令和６）年度は２名と推移しており、相談件数そのものは少な

いといえる。佐世保市としては、このことにつき認知症地域支援推進

員の入れ替わりが多く、ケース把握が定着できなかったことや、ケー

スの選択が難しく、地域包括支援センターからの相談が少なかった

ことなどが原因であると分析する。今後、早期発見・対応の段階から

各包括支援センターから相談をあげやすいように、初期集中支援の

フローの再確認や周知を行う必要があると考えている。 

そして、実際に、対象者選定のフローを見直し、手続き上の煩雑さ

を改善したが、包括支援センターからの相談件数が増加していない
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ため、今後も周知を継続することとしている。 

 

【意見】 

目標値を割合で設定しているところ、１００％で推移しており、その目標は

達成できている。しかし、現状佐世保市でも把握しているように、実数が伸び

ないことが問題点であり、その対策についても相当に検討されている状況であ

る。目標値は、問題点を改善するために設定するものであるから、目標値とし

ては相談件数の実数（地域包括支援センターから上がってくる相談数の実数等

でもいいのではないか）等にすべきであると思料する。 

 

【意見】 

２０２４（令和６）年以降は、４名体制で定着しているとのことであるが、

これまでの経緯からすれば、認知症地域支援推進員の入れ替わりが激しい原因

を分析し、その対策をしていく必要があるのではないか。 

 

【意見】 

認知症初期集中支援チームは、相談を受理した件に関しては、適切に対応で

きているようであり、評価できる。一方で、認知症初期集中支援チーム自体は、

能動的にケースを発見する会議体ではないものであるとすれば、佐世保市が今

後の方針として掲げる「早期に認知症高齢者やその家族に関わるような支援体

制を整えていく」ことが早急に必要なのではないか。 

 

（オ）チームオレンジ 

下記第４の１（３）で述べる。 

（カ）認知症ケアパス 

認知症ケアパスとは、認知症の診断前後、症状の進行段階に応じて、
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いつ・どこで・どのような医療・介護・福祉サービスや相談窓口を利

用できるのかを地域ごとにまとめたガイドブックである。 

佐世保市では、以下のとおりの認知症ケアパスを作成し、配布して

いる。配布先としては、地域包括支援センター、市内警察署、医療機

関、佐世保市社会福祉協議会、コミュニティーセンター、及び民生委

員・児童委員等であり、その他、講座や健康教育時、訪問時等その都

度配布を行っている。 
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【評価】 

他自治体のケアパスに比しても見やすいものとなっており、評価できる。現

状、考えうる配布先には配布できているものと思われるが、さらにこのケアパ

スが普及することが望ましい。 

 

（キ）普及啓発活動 

佐世保市では、物忘れ相談プログラム受検者、イベント来場者、民

生委員児童委員協議会や医師会・歯科医師会等の関係機関に対し、上

記「認知症ケアパス」や佐世保市作成の「認知症を理解するために」

や連携協定を締結しているエーザイ提供のパンフレット等を配布し

ている。 

また、出前講座や講師派遣等依頼のあった団体に対し、以下のとお

り、認知症に関する健康教育を実施するなどして、普及啓発活動を行

う。 
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その他、認知症月間にあわせた普及啓発活動も実施している。 

また、市民向けに認知症に関する講演会を高齢者虐待に関する講

演会と隔年で開催している。２０２４（令和６）年度は開催年度でな

いため開催はなかった。 

 

【評価】 

佐世保市が目指す、「認知症になっても地域で暮らし続けられるまちづくり」

のためには、市民が認知症についての理解を深めることが重要であると考えら

れるところ、積極的に普及啓発活動ができており、評価できる。徐々に認知症

に対する理解は深まっていっているものと思われるが、医療の発展等により状

況も変化していくこともあろうから、今後も最新の情報を踏まえて、同様に施

策を行っていくことが望ましい。 

 

２ 高齢者虐待防止事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

ア 現状の分析 

佐世保市では、高齢者に対する、養護者及び施設従事者による虐待に

関する相談が増加傾向にあると分析される。 

イ 今後の課題・問題点 

虐待の未然防止や早期発見、本人や養護者への支援を行う体制を整

備し、養護者及び施設従事者の高齢者虐待の知識、対応力の向上を図る

必要がある。 

（２）高齢者虐待防止・対応事業 

ア 事業の概要 

高齢者虐待防止・対応事業は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に
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対する支援等に関する法律に基づき、高齢者虐待の早期発見及び迅速

な支援、関係者間の情報交換、並びに市民への啓発を目的に以下の各事

業を行うものである。 

 

①佐世保市高齢者虐待防止ネットワーク委員会の開催（年２回） 

②高齢者虐待防止ネットワーク検討会（事例検討）の開催（年２回） 

③高齢者虐待防止講演会の開催（隔年開催） 

④高齢者虐待防止啓発チラシの作成 

⑤高齢者虐待モニタリング事業 

⑥介護者のこころの相談会 

 

イ 現状と課題 

佐世保市では、関係者向けの研修会や講演会の実施、及び市民への啓

発活動を行い、高齢者虐待の早期発見・早期対応・防止に取り組んでい

る。例えば、高齢者が虐待を受けていると相談があった場合、事実確認

を行い、状況に応じて措置をとっている。また、相談を受理した虐待事

例については、月１回のモニタリングを実施し、支援方法などを検証す

ることで、適切な対応に努めている。 

そのうえで、佐世保市では、高齢者の生活背景から考えられる虐待の

発生要因を分析し、虐待防止対策に反映させる必要があると分析して

いる。また、特に認知症高齢者は虐待のリスクが高いため、認知症に関

する普及啓発と連携しながら対策を進める必要があると分析している。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

高齢者虐待防止のための関係者への研修会や、市民を対象とした講
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演会を開催し、普及啓発に努めるとともに、長寿社会課と地域包括支援

センターの連携を強化し、虐待対応にかかるスキルアップを図る。 

その他、高齢者虐待は過重な介護負担が背景で発生することも多い

ため、被虐待高齢者の支援のみならず、養護者への支援や、養介護施設

に対しても、指導・助言を行っていく。さらに、長寿社会課と地域包括

支援センターが合同で定期的なモニタリングを実施することによって、

支援の方向性を検討し、情報共有して連携を図る。 

なお、虐待を受ける高齢者の多くは認知症を有しており、認知症対策

事業との連携を図る必要もある。 

エ 具体的な施策等 

（ア）普及・啓発・広報 

佐世保市では、普及・啓発活動として以下のとおりの活動を行う。 

 

① 広報させぼへ早期発見の協力についての記事を年に１回掲載 

② 高齢者虐待防止啓発チラシを配布。２０２４（令和６）年度には、

地域包括支援センターや高齢者相談センターなど８１５箇所に合

計２２４５枚配布した 
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③ 高齢者虐待防止の講話を行う。佐世保市内の９つの地域包括支

援センターが地域やサロンなどで行う健康講話などの際に、高齢

者虐待防止の講話を行った。 

④ 民生委員・ケアマネジャー向け高齢者虐待マニュアルを佐世保

市ホームページに掲載するなどして活用する。 

⑤ 連絡通路の掲示。２０２４（令和６）年１１月１日から同月２９

日までの期間、連絡通路に虐待防止の啓発パネルやチラシを掲示、

設置した。 

 

以上の啓発等活動の結果、佐世保市の相談通報件数は以下のとお

り推移する。 
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令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

相談通報件

数（実人数） 

計画 － － － － － － 

実績 31 人 34 人 56 人 44 人   

 

通報者の内訳としては、ケアマネジャーからの相談が多く、その他

医療機関や警察からの通報件数が伸びている状況である。佐世保市

によると、医療機関及び警察からの通報件数が伸びた要因としては、

高齢者虐待ネットワーク検討会や同委員会での周知の効果と分析さ

れるとのことである。 

 

【意見】 

佐世保市でも把握しているが、家族や近隣知人等、普段から身近に接してい

る者の通報が多くはない状況である。佐世保市としては、上記に記載した連絡

通路の掲示の効果を期待しており、また、費用や人的資源の面からも効率的な

方法の一つと認識しているとのことである。連絡通路の掲示自体の効果を検証

することは困難な面もあるが、通報件数の推移を今後も注視し、よりよい普及

啓発活動が行えるよう今後も引き続き検討を行うことが望ましい。 

 

（イ）養護者による虐待への対応 

養護者による虐待の件数等は、２０２０（令和２）年度以降以下の

とおり推移する。 

 

((養養護護者者にによよるる虐虐待待へへのの対対応応))※※（（件件））：：夫夫婦婦はは 11 件件  
  相談通報件数  

（件）  
相談通報件数  

（人）  
虐待 あり  
（人）  

虐待 なし  
（人）  

虐待に至らず  
（人）  

Ｒ2  48  48  30  1  17  

Ｒ3  29  31  23  2  6  
Ｒ4  33  34  28  ３  ３  
Ｒ5  56  56  51  1  4  

R6  44  44  35  0  6  
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養養護護者者にによよるる高高齢齢者者虐虐待待のの種種別別（（重重複複計計上上））   
  身体的  ﾈｸﾞﾚｸﾄ  心理的  性的  経済  保護・分離  
R2  19  7  22  1  2  8  
R3  12  8  10  0  9  3  
R4  15  7  10  0  8  10  
R5  28  15  21  0  9  6  
R6  22  11  15  0  11  0  

 
長寿社会課内会議開催回数  
  受理会議  定例コア  コアメンバー会議  個別ケース会議  

R2 48  11 回  ５（実３）  32  

R3  31  11 回  2  30  

R4  34  11 回  4  44  

R５ 56  12 回  5（実 4）  37  

R６  44  12 回  1（実１）  43  

※１緊急受理会議：虐待通報後、虐待の可能性の有無、緊急性の判断、及び初
動対応の決定を行う 

※２定例コアメンバー会議：初動後の緊急性の判断、虐待の有無、及び処遇の
確認、並びに他包括の動きを学び合う機会の場 

※３コアメンバー会議：立ち入り調査や分離、やむを得ない措置、面会制限等
の行政としての判断が必要なケースの処遇決定 

※４虐待個別ケース会議：今後の支援方針、支援内容、各機関の役割、主担当、
連絡体制の協議 

 

【評価】 

佐世保市においては、２０２２（令和４）年１月からは、緊急受理会議を地

域包括支援センターも参加の元、開催するようになり、情報不足からの初動対

応の遅れへの対応を行う、また、オンラインでの参加を可能にすることで速や

かな対応を行うなどしており、通報のあった個別の事例については適切に対応

できているようであり、評価できる。 

その他、地域包括支援センターごとに虐待ケースとして挙げるのかの基準に

差があり、包括間での虐待件数に大きな差が認められることに対しても、佐世

保市内の全地域包括支援センターに定例コアメンバー会議に参加してもらう

ことで、事例を通してスキルアップを図ったり、共通認識を持ってもらったり

するなどの対策を行っており、評価できる。 
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【意見】 

上記ウに記載のとおり、高齢者虐待は過重な介護負担が背景で発生すること

も多いため、養護者への支援も重要となる。この点につき、今後事例の集積や

分析を通じて、必要な支援を具体的に検討することが必要ではないか。 

なお、現状では、「認知症の人と家族の会」の定例会へ参加し、本人・家族の

実体験を直に聞き、その中で出た意見や解決策等を施策に反映することも検討

している。２０２４（令和６）年度は、佐世保市として、定例会に５回、講演

会に１回、アルツハイマーデー街頭キャンペーンに１回参加したとのことであ

る。今後も同様に参加することで、必要な支援を具体的に検討していってほし

い。 

 

（ウ）養介護施設従事者等による虐待への対応 

養介護施設従事者等による虐待の通報件数等は以下のとおり推移

する。 

 

通報、調査件数 （R7.3 月末）  
  通報件数  事実確認  

調査件数  
虐待あり  

件数  
令和 2 年度  ７  5  ３  

令和３年度  7  7  2  

令和 4 年度  1  1  0  

令和 5 年度  11  11  9  

令和６年度   13  13  13（半年後調査で再度有
になった 2 件を含む）  

 

現在、月に１件以上のペースで通報があり、件数としては増加傾向

にある。また、通報１３件中１３件で虐待の事実が確認された。 

施設従事者等による虐待の場合、佐世保市では通報を受け付けた

後、緊急受理会議、コアメンバー会議を経て、当該施設へ事実確認調
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査を行う。調査後、調査結果通知及び改善を要する事項（必要な場合

のみ）を作成し、施設へ結果通知を行う。改善を要する事項がある場

合は、施設より提出された改善計画書を確認し、その取組内容が実効

性のある具体的なものでない場合は修正を依頼などする。施設から

改善計画書が提出されてから約半年後にモニタリングを実施し、改

善計画に対する評価を行う。 

佐世保市では、上記のすべての対応を行うにあたって、現在の通報

件数を前提にすると、人員不足であると感じている状況であるが、今

後、介護保険法改正を受け、介護施設での虐待の防止対策が義務化さ

れたため、今後、さらに通報や相談などが増加する見込みである。 

そこで、佐世保市では、一律に対応していくのではなく、状況に応

じ、顕在化した虐待の事実確認は絞り込んで調査を実施するなど、事

実確認の方法を検討していくことが課題であるとしている。 

施設従事者等へ向けた高齢者虐待防止活動としては、２０２４（令

和６）年度から養介護施設従事者に向けたチラシを作成し、２０２５

（令和７）年度完成、配布を目指している。 

 

【評価】 

佐世保市では、施設従事者等による虐待に対して適切な対応を行っており、

また、施設従事者等へ向けた高齢者虐待防止活動も適宜検討、対応を行ってお

り、評価できる。今後、チラシの効果等を実証し、よりよい防止活動ができる

ことを期待する。 

 

（エ）高齢者虐待防止ネットワーク検討会 

高齢者虐待防止ネットワークとは、高齢者が尊厳を持って地域で

暮らせるよう、関係機関が連携して虐待の早期発見・防止・対応を行

─ 204 ─



 
 

うための仕組みで、佐世保市や地域包括支援センターが中心となり、

介護事業者、医療・福祉・警察関係者などが参加し、具体的なケース

検討や情報共有、専門機関との連携強化を通じて、虐待防止と支援体

制の構築を目指すものであり、同検討会は、具体的な事例検討や各関

係機関相互の理解を深めるための組織体である。 

佐世保市では、２０２４（令和６）年度には２回の検討会を開催し

た。その内容は、講師による講演及び、事例検討などを行うグループ

ワークである。対象者は、各市内入所系施設及び市内在宅支援事業所

である。 

２回の検討会ともに理解度・満足度１００％と高い評価となって

おり、アンケート結果の内容でも「現場の目が大切」「通報という言

葉にとらわれず相談してみる、判断するのは行政」など、佐世保市が

理解してほしいことが理解してもらえていると感じるものであった。 

また、アンケートでは、「他事業所・他職種の意見を聞き、勉強に

なった」「事例検討を通じて自身の考えとは異なった意見を聞き、参

考になった」などの回答も多数あり、グループワークに対する満足感

も高かった。 

 

【評価】 

高齢者虐待防止ネットワーク検討会を相当回数開催できており、またその内

容も同検討会を開催する目的を達成できており、評価できる。佐世保市は、今

後も要望の多い対面開催・事例検討・グループワークは継続して行う予定であ

るが、オンラインでの開催や夕方からの開催の要望も根強くあるとのことで、

特にオンラインでの開催は今後検討していくとのことである（ただし、オンラ

イン研修の効果については疑問視する現状もあり、今のところ対面開催を継続

していく予定である）。すべての要望を取り込むことは困難であるが、理解度・
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満足度の高いこの検討会が今後、より多くの関係者に参加いただけるよう、開

催方法・開催時間などは適宜検討を続けることが望ましい。 

 

（オ）講演 

佐世保市では、主に一般市民を対象に市民への正しい知識・啓発を

目的に認知症講演会と隔年で高齢者虐待に関する講演会を開催して

いる。なお、対象者に関して、施設従事者、関係者、市民と３年ごと

に替えて実施していたが、上記検討会で施設従事者及び関係者向け

の勉強会を実施しているため、講演会は市民向けのみとすることと

した。 

２０２４（令和６）年度は、高齢者虐待講演会が開催された。養護

者による虐待防止をテーマに講演が行われ、参加者は１５９名であ

った。 

アンケートには１４２名が回答し、その主な結果等は以下のとお

りである。 

 

●所属 

 

●講演会を知った経緯 
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●理解度 

 

●身近で高齢者虐待を疑った場合に相談する場所 
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【評価】 

講演会の対象者を市民に絞り、検討会との役割分担を明確にしている点につ

いて評価できる。 

なお、２０２２（令和４）年度は、コロナウイルス感染症拡大の影響下であ

り、講演会をオンラインで開催したところ、オンラインであったため参加しや

すかったとの意見もあったとのことである。今後は、益々オンラインでの需要

は増していくと考えられ、一方で、現地出席を望む者もまだ多くいるものと思

われる。今後も、市民のニーズに合わせて、オンラインと現地出席のハイブリ

ッド形式での開催、オンラインのみの開催など開催方法についても常に検討す

ることが必要であろう。 

 

３ 権利・財産保護事業 

（１）総合的な現状の分析と課題 

ア 現状の分析 

身寄りがなく、判断能力が著しく低下した高齢者の消費者被害や財

産管理に関する相談が増加傾向にあると分析される。 

イ 今後の課題・問題点 

権利擁護等の支援が必要な人を早い段階で相談窓口につなぎ、本人

の意見や状況に応じた適切な支援を行う必要がある。 

（２）成年後見制度促進事業 

ア 事業概要 

成年後見制度促進事業は、民法、老人福祉法、及び成年後見制度の利

用の促進に関する法律等に基づいて、認知症高齢者等が安心して生活

できる環境を確保するために、佐世保市において、成年後見支援員を確

保できる体制を整備・強化し、地域における成年後見制度の活動を推進
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する事業である。 

主な内容として、高齢者等の支援、及び成年後見制度の利用促進をす

るための全体構想設計とその実現に向けた進捗管理・コーディネート

等を行う司令塔機能を有する「中核機関（広報機能・相談機能・促進機

能）」の運営を佐世保市と委託受託業者と協働で役割を分担し実施する。 

イ 現状と課題 

佐世保市では、認知症高齢者や独居高齢者の増加に伴い、成年後見制

度の必要性は一層高まってきており、その需要はさらに拡大すること

が見込まれている。 

そのため、成年後見制度の全体構想設計を行い、広報機能、相談機能、

後見制度利用促進機能を持った中核機関を２０２１（令和３）年度に佐

世保市と社会福祉協議会の協働で設置する等、権利擁護支援や成年後

見制度の利用促進を進めている。 

ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

成年後見制度利用推進基本計画に基づき、権利擁護支援の地域連携

ネットワークの充実や中核機関の機能の充実、将来不足が予想される

担い手の確保等、成年後見制度利用促進に向けた取組を進めていく。 

エ 具体的な施策等 

（ア）地域連携ネットワーク 

２０２１（令和３）年度より法律や福祉の専門職（弁護士、司法書

士、社会福祉士、医師、学識経験者、公証人、させぼ成年後見センタ

ー職員、地域包括支援センター職員、相談支援事業所職員、長崎家庭

裁判所書記官（オブザーバー））で構成する「成年後見制度利用促進

協議会」を設置している。協議会を年に数回開催し、事業の進捗管理
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や懸案事項検討等を行っている。２０２４（令和６）年度は、１回の

開催であったが、２０２５（令和７）年度以降は、年３回開催する予

定である。 

また、既存の高齢者虐待防止ネットワーク委員会等に成年後見制

度の周知を行い、連携を図る取組を佐世保市社会福祉協議会ととも

に行っている。 

 

 

 

    

（イ）中核機関の整備・運営 

２０２１（令和３）年度より、佐世保市と佐世保市社会福祉協議会

において協働で「中核機関」を設置運営している。 

中核機関は、成年後見制度の全体構想設計を行い、 

 

① 広報機能 

② 相談機能 

③ 後見制度利用促進機能 
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を持つものである。 

a  広報機能 

中核機関では、制度の周知を行うチラシやパンフレットの作成・

配布、自治会等での広報等、研修会やイベントの開催、及び民間や

行政等が主催する講演会等への講師派遣を行い、制度の広報を行っ

ている。 

２０２４（令和６）年度の実績概要は以下のとおりである。 

 

① 佐世保市社会福祉協議会のホームページでの成年後見制度

に関する広報 

② 市民向け出前講座の開催（サロン等９か所、約８３名） 

 参加者へアンケートをとっているが、回答率が高く、またその

内容も概ね満足している者が多数であった。成年後見制度につ

いてなんとなくしか知らなかったため、勉強になったとの意見

もある一方、少し難しかったとの意見もあった。 

 今後も開催があれば参加を望む声もあった。 

 なお、知っとってノートに関してもっとアピールするべきでは

ないかとの意見も多かった。 

 また、成年後見制度そのものへのハードルを高く感じている意

見も多かった。 

③ 事業所向け出前講座の開催（病院・居宅介護支援事業所等５

か所、約４１名） 

 事業者向けへのアンケートでは、より具体的な事例に基づく説

明を求める意見も上がっていたものの、概ね満足している結果

となっていた。 
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その他、以下のとおりのことを行っている。 

 

・民生委員児童委員協議会連合会会長会への参加 １回 

 （成年後見支援員養成講座の案内） 

・地域包括支援センター社会福祉定例会への参加 １回 

 （２次相談機能の紹介） 

・特別養護老人ホームへの訪問 １８か所 

 （職員に対する制度の説明） 

・障がい者支援施設への訪問 ６か所 

 （職員に対する制度の説明） 

・講師派遣等 

 

 

 

・情報交換会の開催 

 １回目 参加者４５事業所６８名（会場６６名、オンライン２

名） 

 ２回目 参加者５０事業所７３名（会場７０名、オンライン３

名） 

ｂ 相談機能 

相談機能としては、市民や事業所等からの成年後見制度に関する
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相談対応を行う１次相談機能と、弁護士、司法書士、社会福祉士等

の専門職で構成する専門職会議を設置し、１次相談窓口が対応に悩

むケースや複雑な課題があるケースについて、専門的な知見と法的

根拠をもとに多角的視点で①権利擁護の支援方針、②意思決定支援、

③チーム支援の在り方等を検討して助言を行う２次相談機能がある。 

２０２４（令和６）年度は２回の専門職会議が開催された。 

 

【意見】 

佐世保市としては、今後、成年後見制度を利用するべき者が増えていくので

はないかと予想している。毎年度２回、関係機関を集めて「情報交換会」を開

催しており、事例を通して、福祉事業所や地域連携室職員等とアセスメントや

支援方針の検討を行っており、その際に周知をしているが、他の手段も含め、

２次相談機能の活用や周知をより徹底して行うことが望ましい。 

 

ｃ 利用促進機能 

成年後見制度の利用促進のために、以下を実施する。 

①成年後見支援員へのフォローアップ研修の実施（１回） 

  参加者 養成講座修了者：１８名 

      生活支援員  ：４名 

②成年後見支援員の活用 

③成年後見制度の利用に係る業務を行っている専門職を対象とし

た情報交換会の実施（上記記載のとおり） 

④成年後見制度申立の支援 

 

─ 213 ─



 
 

 

 

（ウ）成年後見人の担い手の確保 

a 成年後見支援員の養成 

成年後見支援員とは、見守り支援という役割に重点を置いた者の

ことであり、佐世保市では、同支援員を養成したうえで、地域での

活躍できる場の検討を行っている。 

なお、佐世保市では、見守り支援の結果、地域の支援を必要とす

る方が必要な制度につながる効果を期待しているところ、後見制度

の利用者数は増加しており、成年後見支援員の見守り支援の効果も

あるのではないかと分析する。 

支援員の養成数の実績は以下のとおりである。 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

成年後見支

援員養成者

数（累積） 

計画 35 人 35 人 35 人 65 人 65 人 65 人 

実績 40 人 40 人 40 人 78 人   

※佐世保市社会福祉協議会が実施した市民後見人養成講座修了者を含む  

 

また、佐世保市では、成年後見支援員の活躍の場として後見制度

の講演会等のボランティア活動（準備等）を２０２３（令和５）年

度から実施している。 

その他、毎年度１回、成年後見支援員に対し、「フォローアップ研

修」を実施している。２０２４（令和６）年度の研修では、「私たち

にできることについて考えよう」をテーマにグループワークを実施
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した。 

ｂ 法人後見 

長崎県と連携し民間事業者等の参画を促す取り組みを行う。 

佐世保市では、下記市民後見人を増やすことよりは、法人後見の

拡充に重点を置いている。 

成年後見支援員については、まず、法人後見の支援員として活動

し、専門的な問題が解決した際に、法人後見から引き続き独立して

活動していただくことを想定している。 

ｃ 市民後見人 

市民後見人としての活動について、法人後見の支援員等の活動で

一定の経験を積まれた場合に家庭裁判所への推薦を考える。 

 

【意見】 

成年後見支援員は、２０２４（令和６）年度には累積数が計画数を達成し

ており、市民の関心の高さをうかがわせる。一方で、成年後見支援員の具体

的な活躍の場が現状ではまだ限られている。法人後見の支援員として活動し

てもらうことも含め、今後も引き続き、成年後見支援員の活躍の場の検討を

続けることが望ましい。 

 

（エ）申立支援 

実情に応じて継続的に行う必要がある。なお、実績は上記のとおり

である。 

（オ）市民後見人が活躍できる体制づくり 

佐世保市においては、具体的な対応については検討中とのことで

あり、市民後見人に対し、事務作業や活動を行う上での悩み等を相談

できる後見人支援機能について、中核機関への設置を検討している
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とのことである。 

 

【意見】 

上記（ウ）の成年後見人の担い手の確保とも関連するが、今後、成年後見制

度の利用数は増加が見込まれ、専門的な問題が少なく、専門職や法人が成年後

見人にならずとも市民後見人が成年後見人を務めることが可能な事例も増加

していくと考えられる。佐世保市が現在、まず法人後見の拡充に重点を置き、

その支援員を務めてもらうことで、徐々に独立ができる体制づくりを目指して

いることは評価できる。 

一方で、成年後見支援員の活用という観点からも、市民後見人の候補者の確

保は課題であり、また、その後市民後見人候補者が安心して後見人業務を引き

受けられるように、後見人支援機能の設置を早急に行うべきではないか。 

 

（３）成年後見制度申立事業 

ア 事業概要 

成年後見制度申立事業は、民法、老人福祉法、及び佐世保市成年後見

制度利用支援事業実施要綱に基づき、認知症や精神障がい、知的障がい

などにより判断能力が不十分で、本人や４親等内の親族による成年後

見制度の申し立てができない高齢者の権利擁護を目的として、市長に

よる申立を行う事業である。 

また、申立費用や後見人等報酬を支払うことが困難な生活困窮者へ

の助成を行う事業である。 

イ 現状と課題 

市長による申立及び費用の助成を適宜行っている。制度の利用者は

増加傾向にあると思われるため、適正な支援を継続的に行うことが課

題である。 
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ウ 今後の方針 

佐世保市では、上記イの現状と課題に鑑みて、以下のとおりの方針を

掲げる。 

成年後見制度利用推進基本計画に基づき、親族等による後見等申し

立てが期待できない人に対する市長による申し立てや、成年後見制度

にかかる費用の負担が困難な人に対する申立費用や後見人等報酬費用

の助成を引き続き適切に実施していく。 

エ 具体的な施策等 

長崎地方裁判所佐世保支部管内における成年後見制度利用者数等は

以下のとおりである。 

 

 

    

（ア）市長による申立て 

市長による申立件数の実績数等は以下のとおりである。 

 

  
令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4 年度 

（2022 年度） 

令和 5 年度 

（2023 年度） 

令和 6 年度 

（2024 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 8 年度 

（2026 年度） 

市長による

申立件数 

計画 － － － 30 件 31 件 33 件 

実績 12 件 25 件 26 件 24 件   

 

その内訳等は以下のとおりである。 
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